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くれすいとう

安全な水を次世代へ
周年

空 中 散 歩
宮原浄水場

昭和52年

平成18年

昭和61年

平成25年

左中部に広島水道用水供給事業との共同施設が見える

中央上部に工水沈殿池が完成している

中央下部に県営宮原浄水場が完成している

中央上部に円筒形の新導水ポンプ所が，左中部に新浄・配水施設が完成している
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戸坂浄水場

空 中 散 歩昭和47年

昭和61年

平成18年

緩速ろ過池の奥に昭和30年代に建設した円形の高速凝集沈殿池と急速ろ過池が見える

宅地開発が進んでいるのが見てとれる

浄水場の跡地に広島県立広島中央特別支援学校（現在）が建設されている
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経営基盤強化の主な取組

　呉市の人口は，昭和50（1975）年
度をピーク（平成の合併による人
口増加を除きます。）に減少傾向と
なり，平成の時代に入ってからも
この傾向は続き，水道事業の主な
収入の基となる有収水量も同様に
減少傾向となりました。
　また，「拡張の時代」から「維持管
理の時代」へと移行し，経営の効
率化等による，さらなる経営基盤
の強化が求められることとなり，
様々な取組を実施してきました。

水道施設の統廃合
　戦後，市勢の発展に伴う水需要
の増加に対応するため，水道施設を拡張してきました
が，昭和50年代後半の低経済成長，人口減少等によっ
て水需要は減少傾向となり，水道事業は厳しい経営環
境に置かれました。
　このような時代背景の中で，平成の時代に入り，平
成９（1997）年３月には，将来の水質の状況が懸念され
た黒瀬川水系から，太田川水系の宮原浄水場に切り替
えたため，石内浄水場を休止（平成29年３月に廃止）し
ました。

　また，本庄浄水場水系の水需要は，広島水道用水供
給事業熊野ルートからの浄水受水で賄えることが予測
できたため，平成15年９月に本庄浄水場を休止（平成
29年３月に廃止）しました。
　さらに，宮原浄水場の新浄水施設の稼働により，平
成25年３月に老朽化した平原浄水場を廃止しました。
　このように，平成初頭には，４か所あった浄水場を，
経営の効率化や水需要の減少等を勘案し，統廃合を進
めた結果，現在は，１浄水場体制で運営しています。

給水管等修繕業務の委託
　公道部分の給水管等修繕業務は，水道局職員で対応
していましたが，経営及び事務の効率化を図るため，
平成10（1998）年度から広，仁方，郷原，昭和，天応及
び吉浦地区を，平成12年度から市内全域（当時の呉市
内）を委託しました。
　平成14年度には，維持管理業務の簡素化と効率化の
ため，配水課の配水維持係，給水維持係，漏水防止係
の３係を維持係に統合しました。

平成の事業運営
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施設の統廃合により建設した宮原浄水場新浄・配水施設

平成の給水人口及び有収水量の推移
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検針及び収納等業務の一括委託及び業務範囲の拡大
　平成16（2004）年度に完了した合併により拡大した市
域全体の検針及び収納等に係る業務の効率化とお客様
サービス等の一層の向上を図るため，平成21年４月か
ら検針及び収納業務等を一括して委託しました。
　この委託に合わせ，営業課の業務係，相談係，料金
係の３係を，お客様の総合窓口として新設した，お客
様サービス係と料金管理係の２係に統廃合し，組織の
スリム化と業務の一元化を図りました。
　その後，受付業務，窓口業務，水道使用廃止に伴う
精算業務及び口座・入金整理業務について徐々に委託
範囲を拡大していきました。

宮原浄水場等夜間・休日運転管理業務の委託
　将来にわたって安全で安心なサービスを安定的に提
供するとともに，比較的定型的な夜間・休日業務に民
間活力を導入することにより，基幹業務の技術継承に

集中し，業務の効率化を進め，さらに，運転管理業務
コストの低減により経営の効率化を図るため，平成27

（2015）年４月から，宮原浄水場等の夜間・休日におけ
る運転管理業務を委託しました。

平成の料金改定

平成５（1993）年４月及び平成９年４月
　水道事業は高普及時代を迎え，給水サービスの質的
向上や水の安定供給を図るため，効率的な経営に努め
ていましたが，社会経済情勢を反映して，工場など大
口使用者の水需要は減少傾向を示し，水道料金の増収
は期待できない状況でした。一方，老朽施設の改良整
備等の推進により，資本費等の支出は増加し，水道事
業の経営は一段と厳しい状況となったため，給水サー
ビスの維持向上と財政の健全化を図るため，平成５年
４月に平均改定率19.5％の料金改定を，平成９年４月
に平均改定率14.2％の料金改定を行いました。

平成26（2014）年10月
　平成25年度の上下水道事業の組織統合を契機に策定
した「呉市上下水道ビジョン」（計画期間：平成26年度
から平成35年度まで）を着実に実行するための前期５
か年の実施計画である「呉市上下水道ビジョン前期経
営計画」の策定に当たり，平成26年度から30年度まで
の財政推計の結果，多額の累積収支不足額が発生する
見込みとなりました。
　そこで，将来にわたって安全で安心な上下水道サー
ビスを安定的に提供することができるよう，今後更な
る経営の効率化を行うとともに，収支の均衡を図った

検針及び収納等業務委託受託者の業務の様子

宮原浄水場等夜間・休日運転管理業務委託受託者の作業の様子
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上で，老朽化した施設の改築・更新や耐震化のスピー
ドアップを図り，持続可能な事業運営を確保するため，
平均改定率10.7％の料金改定を行い，あわせて，今日
の社会状況の変化に対応するための，料金体系の見直
し（「基本水量の廃止」，「水量区画の修正」）を平成26年
10月から実施しました。

（消費税等に伴う料金改定は除いています。）

経営基盤強化の主な取組

災害対策

　平成の時代に入り，阪神・淡路大震災，芸予地震，
東日本大震災，熊本地震など巨大地震が頻発し，また，
施設の老朽化等による漏水事故に伴う大規模断水が発
生しました。　
　このことを教訓に，巨大地震や災害への対応の強化
を実施しています。

年　　月 項　　　　　　目 備　　　考

平成元（1989）年５月 呉市水道事業等経営審議会設置

平成４（1992）年４月 光ファイリングシステムを導入 給水台帳，工事関係図面等

平成５（1993）年４月 料金改定実施 平均改定率：19.5％

平成８（1996）年10月 料金徴収事務にOCRを導入

平成９（1997）年３月 石内浄水場休止 施設能力：31,000㎥／日

平成９（1997）年３月 昭和地区上水道マッピングシステム稼働

平成９（1997）年４月 料金改定実施 平均改定率：14.2％

平成10（1998）年４月 公道部分の給水管修繕工事を委託（広，仁方，郷原，昭和，天応及び吉浦地区）

平成10（1998）年４月 水道用自動作図積算システム導入

平成12（2000）年４月 公道部分の給水管修繕工事の委託を市内全域に拡大

平成13（2001）年12月 呉市水道長期基本構想の策定

平成15（2003）年９月 本庄浄水場休止 施設能力：4,500㎥／日

平成16（2004）年３月 庁内LANの運用を開始

平成18（2006）年３月 呉市水道局経営計画の策定 計画期間：平成17年度〜平成21年度

平成19（2007）年３月 呉市水道長期基本構想の改訂

平成20（2008）年１月 第２次呉市水道局経営計画を策定 計画期間：平成20年度〜平成24年度

平成21（2009）年４月 検針及び収納等業務を一括して委託

平成22（2010）年４月 財務会計システムを導入

平成22（2010）年４月 水道の使用及び廃止等の受付，窓口業務，廃止に伴う精算業務を委託 追加

平成22（2010）年10月 水道料金等のコンビニエンスストアの収納を導入

平成23（2011）年４月 口座・入金整理業務を委託 追加

平成25（2013）年２月 水道施設情報管理システムの稼働 水道施設情報の一元管理

平成25（2013）年３月 平原浄水場閉場 施設能力：41,000㎥／日

平成25（2013）年４月 上下水道局発足（水道局と下水道部を上下水道局として組織統合） ３部９課１所27係

平成25（2013）年４月 宮原浄水場新浄・配水施設　稼働 施設能力：82,000㎥／日

平成25（2013）年４月 呉市上下水道事業経営審議会を設置

平成26（2014）年１月 呉市上下水道ビジョンの策定 計画期間：平成26年度〜平成35年度

平成26（2014）年３月 呉市上下水道ビジョン前期経営計画の策定 計画期間：平成26年度〜平成30年度

平成26（2014）年10月 料金改定実施及び料金体系（基本水量廃止・水量区画の修正）見直し 平均改定率10.7％

平成27（2015）年４月 宮原浄水場等夜間・休日運転管理業務を委託
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施設の耐震化
　平成25（2013）年４月から稼働した宮原浄水
場は，呉市唯一の浄水場であることから，レ
ベル２地震動に対応できる耐震性能を有する
施設として建設しました。
　また，管路は，更新時に合わせて耐震性や
耐久性に優れたダクタイル鋳鉄管（NS，GX
形継手管）や配水用ポリエチレン管を積極的
に使用し，耐震化を推進しています。

防災訓練の実施と関係機関との連携
　地震等の災害を想定した訓練を実施するこ
とは，災害の影響の抑制や期間の短縮に寄与
することから，日本水道協会が主催する防災
訓練等に積極的に参加するとともに，地域の

防災訓練とタイアップして訓練を行うなど，平常時か
ら災害への備えに努めています。
●　地域との連携
　・呉市総合防災訓練への参加
　・地域防災訓練等への参加
●　水道事業者等の連携
　�・�日本水道協会中国四国地方支部総合防災訓練への

参加
　�　平成24（2012）年度から始まり，平成29年度までに

２回実施しています。

施設を統廃合し建設した宮原浄水場新浄・配水施設

呉市総合防災訓練〈昭和48年〉

地域防災訓練への参加〈平成28年〉

日本水道協会広島県支部防災訓練〈平成29年〉

呉市総合防災訓練〈平成29年〉

第２回日本水道協会中国四国地方支部防災訓練〈平成27年〉

［第６章］　現在そしてこれから 79
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　�　第１回　高知県（高知市外４市）
　　第２回　愛媛県（松山市外２市）　
・�日本水道協会広島県支部防災訓練へ

の参加
　�　平成16年度から始まり，県内市が

持ち回りで開催し，平成29年度まで
に12回実施しています。

　�　これらの訓練では，情報伝達訓練，
参集訓練，帰還訓練，応急給水訓練
等を通し，水道事業者間の連携を強
めています。

関係機関との連携（災害協定の締結）
協定名 協定締結先 協定締結日

地震・異常渇水等の災害時における水道水の相互融通に関する協定 広島市 平成８（1996）年３月27日
災害時等における水道水の相互応援に関する協定 江田島市 平成20（2008）年３月27日
災害時における応急措置等の協力に関する協定 第一環境㈱中・四国支店 平成22（2010）年７月７日
中国地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定 呉市外11者（中国地域の工業用水道事業者） 平成23（2011）年１月31日
災害時における優先的な給水に関する協定 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 平成24（2012）年９月10日

災害時等における水質検査の相互応援に関する協定 呉市，広島市，福山市，尾道市，三原市，
府中市，広島県 平成27（2015）年２月６日

災害時の緊急対応における応援に関する協定 ㈱水みらい広島 平成28（2016）年３月24日

広島市との協定調印式〈平成8年〉 江田島市との協定締結式〈平成18年〉

水質検査の相互応援に関する協定締結式〈平成27年〉

給水タンク車（2,000リットル） 非常用給水パック製造機
（１リットルの水をパック詰めし，
配布することができます）
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呉市上下水道ビジョンの策定

　呉市水道事業は，水道水の安定供給や公衆衛生・生
活環境の向上を目的として取り組んできましたが，現
在は，人口減少や節水意識の高まりなどを要因とした
水需要の減少傾向や東日本大震災等を教訓とした危機
管理対策の強化，市民ニーズの多様化など水道事業を
取り巻く環境は大きく変化しています。
　さらに，今後，高度経済成長期等に建設した施設の
多くが更新時期を迎えるため，施設の適切な維持管理
が大きな課題となっています。
　また，平成25（2013）年３月には，
これら水道を取り巻く環境の変化に
対応するため，50年，100年後の将
来を見据え，水道の理想像を明示す
るとともに，取組の目指すべき方向
性やその実現の方策等を記載した，

「新水道ビジョン」が国によって示さ
れました。
　このような状況の中，平成25年４
月に水道事業と下水道事業を水循環
に関わる事業として総合的に捉え，
効率的で効果的な事業運営を行うた
め組織統合し，「呉市上下水道局」が

誕生しました。
　上下水道局は，この統合を契機に，組織統合のメリッ
トを最大限に活かし，環境変化に的確に対応し，上下
水道事業の目標と，その達成のための施策を示した，

「呉市上下水道ビジョン」（計画期間：平成26年度から
35年度）を策定し，現在は，この呉市上下水道ビジョ
ンに基づき事業運営をしています。

呉市上下水道ビジョンの体系
①基本理念　「次世代につなぐ　信頼ある上下水道」
②基本方針
　１　安全で安心な水道水の供給　
　　　�　安全で良質な水道水を，いつでも飲めること

を第一に考え，水源から蛇口までの品質管理に
努めます。

　２　快適で安心な暮らしを支える下水道　
　　　�　美しく良好な生活環境の確保と安全な暮らし

を支えるため，生活排水・雨水排水の整備を行
います。

　３　お客様とのコミュニケーションの推進　
　　　�　お客様への積極的な情報発信を行うなど，コ

ミュニケーションを推進し，お客様サービス満
足度の向上を図ります。

　４　災害等に対する危機管理対策の強化　
　　　�　災害に強いライフラインを目指すとともに，

将来も持続可能な呉市水道事業を目指して

呉市上下水道ビジョン

訪問授業で熱心に水道について学ぶ小学４年生
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危機管理体制の強化を図ります。 
　５　環境にやさしい水循環の創出　
　　　�　環境負荷の低減や省エネルギー化，資源の循

環利用を推進し，健全な水循環を創出します。
　６　健全で安定的な事業運営　
　　　�　事業経営の一層の効率化や，人と組織の活性

化を図り，持続性のある安定した経営基盤を確
立します。

③　基本施策体系

将来も持続可能な呉市水道事業を目指して

　呉市の水道事業は，呉鎮守府水道をルーツとし，大
正７（1918）年４月に呉鎮守府水道の本庄水源地の余水
を水源として平原浄水場で処理し，市民給水を開始し
ました。
　その後，市勢の発展に伴う水需要の増加に対応する
ため施設を拡張し，戦後は，市有水道施設と旧呉鎮守
府水道施設の一体化を進め，６期にわたる拡張事業を
実施し，平成30年４月に100周年を迎えました。
　戦前の呉市には，海軍や海軍工廠が導入した最先端
の技術により技術者が育成されるなど，高度な技術力
が蓄積されていました。戦後は，これらの高度な技術
力を礎として，「平和産業港湾都市」として発展してき
ました。
　水道事業においても，呉鎮守府水道の時代から脈々
と受け継いできた高度な技術力によって，１世紀にわ
たり水道事業を維持することができました。
　これからも，「次世代につなぐ　信頼ある上下水道」
を目指し，今まで蓄積した技術力や経営ノウハウを次
世代に引き継ぐとともに，今後，水道事業を取り巻く
環境は今まで以上に大きく変化することが予想されま
すが，この変化に的確に対応し，今後も安全で安心な
水道水の安定的な供給に努めていきます。

基
本
理
念

次
世
代
に
つ
な
ぐ

　信
頼
あ
る
上
下
水
道

基本方針

１安全で安心な
　水道水の供給

２快適で安心な
　暮らしを支える
　下水道

３お客様との
　コミュニケー
　ションの推進

４災害等に対する
　危機管理対策の
　強化

５環境にやさしい
　水循環の創出

６健全で安定的
　な事業運営

基本施策

1‐1 水道水の安全性の確保

1‐2 水道施設の適切な維持管理

【重点施策】
1‐3 施設の最適化

【重点施策】
1‐4 水道施設の計画的な改築更新

2‐1 生活排水対策の推進

【重点施策】
2‐2 浸水対策（雨水整備）の推進

2‐3 下水道施設の適切な維持管理

【重点施策】
2‐4 下水道施設の計画的な改築更新

3‐1 広報・広聴活動の推進

3‐2 お客様の利便性の向上

【重点施策】
4‐1 施設の耐震化の推進

4‐2 防災体制の強化

5‐1 環境にやさしい事業活動の推進

【重点施策】
6‐1 経営基盤の強化

6‐2 組織力の強化・向上

82 呉の水道100年



深山の滝

資　料
水道の普及状況 �  84
歴代市長と歴代管理者（地方公営企業法適用後） � 86
機構の変遷（地方公営企業法適用後） �  87
水道料金の変遷 �  93
現在の配水池 �  100
年表 �  101



500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

（%）（千人）

平
成
28
年
度

平
成
25
年
度

平
成
20
年
度

平
成
15
年
度

平
成
10
年
度

平
成
５
年
度

昭
和
63
年
度

昭
和
60
年
度

昭
和
55
年
度

昭
和
50
年
度

昭
和
45
年
度

昭
和
40
年
度

昭
和
35
年
度

昭
和
30
年
度

昭
和
25
年
度

昭
和
20
年
度

昭
和
15
年
度

昭
和
10
年
度

昭
和
５
年
度

昭
和
元
年

大
正
10
年

大
正
７
年

普及率 行政区域内人口 給水人口

資 料

水道の普及状況

84 呉の水道100年



年度
行政区域内
世帯数
（世帯）

行政区域
内人口
（人）

給水戸数
（戸）

給水人口
（人）

普及率
（%）

大正７年 25,383 140,711 4,442 23,534 16.7
大正８年 25,899 145,130 6,249 33,520 23.1
大正９年 28,268 130,354 7,963 43,431 33.3
大正10年 28,243 142,111 9,779 51,834 36.5
大正11年 27,749 144,613 10,588 54,328 37.6
大正12年 27,782 147,754 11,370 58,216 39.4
大正13年 28,387 150,872 12,576 64,944 43.0
大正14年 29,872 139,380 13,715 70,742 50.8
昭和元年 28,982 146,800 14,720 76,830 52.3
昭和２年 29,415 146,428 15,563 81,776 55.8
昭和３年 37,350 176,234 16,441 86,165 48.9
昭和４年 38,060 179,491 17,637 93,236 51.9
昭和５年 39,120 190,282 18,510 99,115 52.1
昭和６年 38,784 185,341 18,850 102,172 55.1
昭和７年 40,620 192,353 20,354 111,153 57.8
昭和８年 42,690 210,472 21,819 120,198 57.1
昭和９年 44,514 213,211 23,195 125,265 58.8
昭和10年 46,707 231,333 24,372 127,856 55.3
昭和11年 48,273 240,107 25,062 131,722 54.9
昭和12年 46,669 247,718 26,172 136,094 54.9
昭和13年 50,465 254,818 28,279 147,899 58.0
昭和14年 52,756 264,530 27,577 143,930 54.4
昭和15年 54,124 238,195 29,733 152,233 63.9
昭和16年 65,341 300,077 31,326 152,533 50.8
昭和17年 69,443 322,186 31,866 158,514 49.2
昭和18年 69,713 404,257 32,093 169,451 41.9
昭和19年 69,664 293,632 30,865 150,868 51.4
昭和20年 36,119 152,184 7,313 31,153 20.5
昭和21年 40,674 169,963 11,550 33,622 19.8
昭和22年 45,736 185,740 15,278 59,156 31.8
昭和23年 45,992 188,969 27,376 68,917 36.5
昭和24年 48,411 189,131 20,915 83,660 44.2
昭和25年 46,131 187,775 23,987 91,577 48.8
昭和26年 49,797 192,650 25,286 101,144 52.5

昭和27年度 50,823 195,215 25,182 96,698 49.5
昭和28年度 51,559 197,379 30,183 115,601 58.6
昭和29年度 52,379 198,044 33,404 126,267 63.8
昭和30年度 52,993 198,397 34,047 127,336 64.2
昭和31年度 56,043 209,501 36,209 135,422 64.6
昭和32年度 56,483 208,511 37,810 139,897 67.1
昭和33年度 57,381 208,834 39,601 143,356 68.6
昭和34年度 58,516 209,401 41,554 147,932 70.6
昭和35年度 59,729 211,713 43,502 153,127 72.3
昭和36年度 61,269 220,046 45,837 163,776 74.4
昭和37年度 62,986 223,822 47,840 169,114 75.6
昭和38年度 64,522 225,722 50,386 175,142 77.6
昭和39年度 66,555 228,317 53,159 182,070 79.7
昭和40年度 68,237 230,986 55,498 187,916 81.4
昭和41年度 70,070 231,341 57,978 192,603 83.3
昭和42年度 71,856 234,390 60,091 197,038 84.1

年度
行政区域内
世帯数
（世帯）

行政区域
内人口
（人）

給水戸数
（戸）

給水人口
（人）

普及率
（%）

昭和43年度 73,794 237,610 62,240 200,413 84.3
昭和44年度 74,696 236,082 64,469 203,275 86.1
昭和45年度 76,002 236,930 66,595 207,272 87.5
昭和46年度 77,150 239,283 69,153 214,121 89.5
昭和47年度 78,275 240,682 71,261 218,678 90.9
昭和48年度 79,516 241,291 72,285 220,883 91.5
昭和49年度 80,010 241,826 72,983 221,976 91.8
昭和50年度 80,206 241,689 73,721 221,224 91.5
昭和51年度 80,231 240,529 74,220 221,552 92.1
昭和52年度 80,081 239,482 75,022 223,423 93.3
昭和53年度 79,840 237,417 75,361 223,074 94.0
昭和54年度 79,641 235,076 76,279 224,197 95.4
昭和55年度 79,847 234,654 77,217 226,132 96.4
昭和56年度 82,435 233,677 77,764 226,309 96.8
昭和57年度 82,719 232,770 78,402 226,522 97.3
昭和58年度 82,853 231,006 78,498 224,729 97.3
昭和59年度 83,192 230,743 78,663 227,364 98.5
昭和60年度 83,319 229,306 78,943 226,068 98.6
昭和61年度 83,115 227,322 79,284 224,196 98.6
昭和62年度 83,032 224,259 84,901 221,512 98.8
昭和63年度 83,255 222,147 85,697 219,554 98.8
平成元年度 83,315 219,888 86,454 217,467 98.9
平成２年度 83,364 218,230 87,196 215,808 98.9
平成３年度 83,659 216,864 87,377 214,505 98.9
平成４年度 83,812 215,102 88,468 212,782 98.9
平成５年度 84,349 213,762 88,608 211,502 98.9
平成６年度 85,137 212,801 89,065 210,609 99.0
平成７年度 85,634 211,291 90,053 209,161 99.0
平成８年度 85,656 209,671 90,414 207,592 99.0
平成９年度 85,977 208,453 89,915 206,418 99.0
平成10年度 86,552 207,626 90,561 205,663 99.1
平成11年度 86,707 206,236 90,690 204,314 99.1
平成12年度 87,048 205,649 90,891 203,794 99.1
平成13年度 87,276 204,602 90,359 202,774 99.1
平成14年度 87,767 204,003 90,661 202,209 99.1
平成15年度 89,100 205,517 91,999 203,743 99.1
平成16年度 110,577 256,865 114,363 254,713 99.2
平成17年度 110,965 255,028 114,864 252,627 99.1
平成18年度 111,055 252,939 115,088 250,618 99.1
平成19年度 111,295 251,008 115,524 248,712 99.1
平成20年度 111,293 249,212 115,224 247,037 99.1
平成21年度 111,238 247,168 115,486 245,037 99.1
平成22年度 110,971 244,714 114,481 242,619 99.1
平成23年度 110,615 242,252 114,066 240,223 99.2
平成24年度 111,830 239,401 113,876 237,487 99.2
平成25年度 111,480 236,856 113,211 234,961 99.2
平成26年度 111,393 234,613 114,346 232,753 99.2
平成27年度 111,408 232,230 114,070 230,488 99.2
平成28年度 111,399 229,868 113,824 228,227 99.3

※　昭和26年までは暦年　昭和27年以降は会計年度
※　行政区域内世帯数のうち，大正7年から昭和43年度までは行政区域内戸数を記載
※　給水戸数のうち，昭和44年度から昭和53年度までは給水世帯数を，昭和54年度から昭和61年度までは給水件数を記載
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歴代市長と歴代管理者（地方公営企業法適用後）

歴代市長 就任 退任 歴代管理者 就任 退任

鈴木　　術 昭和22年４月５日 昭和29年３月21日 望月　　明 昭和27年10月1日 昭和37年12月25日

松本　賢一 昭和29年４月18日 昭和36年10月31日 戸田　義郎 昭和37年12月25日 昭和53年3月31日

奥原　義人 昭和36年11月19日 昭和52年11月18日 笹本　　毅 昭和53年4月1日 昭和57年12月25日

佐々木　有 昭和52年11月19日 平成５年11月18日 大尾　博敏 昭和57年12月26日 平成2年12月25日

小笠原臣也 平成5年11月19日 平成17年11月18日 徳本　　威 平成2年12月26日 平成12年3月31日

小村　和年 平成17年11月19日 平成29年11月18日 葊田　左一 平成12年4月1日 平成16年6月20日

新原　芳明 平成29年11月19日 在任中 田中　　浩　 平成16年6月21日 平成20年6月20日

　 荒井　和雄 平成20年6月21日 平成24年3月31日

長原　寛和 平成24年4月1日 平成28年3月31日

増本　寛治 平成28年4月1日 在任中

・地方公営企業法の施行に伴い，昭和27年10月１日水道局が発足し，水道企業管理者を設置
・平成25年４月１日上下水道局の発足に伴い，上下水道事業管理者を設置
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機構の変遷（地方公営企業法適用後）

水

　道

　局

庶 務 係
資 材 係
徴 収 係

経　理　課

事 務 係
工 事 係

施　設　課

給　水　課
事 務 係
給 水 係
浄 水 係

昭和27年10月（３課８係）

水

　道

　局

業 務 係
料 金 係
給 水 係
広 業 務 所

技 術 係
配 水 係
浄 水 係
水 質 試 験 係

庶 務 係
人 事 係
経 理 係
会 計 係
資 材 係

工　務　課

総　務　課

業　務　課

水

　道

　局
事 務 係
施 設 係
漏 水 防 止 係
計 画 係

業 務 係
工 事 係

経 理 係
第 一 料 金 係
第 二 料 金 係
会 計 係

給 水 工 事 係
配 水 工 事 係
浄 水 係
量 水 器 係
水 質 試 験 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
用 度 係

経　理　課

業

　
　務

　
　部

工

　
　務

　
　部

庶　務　課

施　設　課

広業務所

給　水　課

昭和30年3月（３課１業務所12係）

昭和35年5月（２部４課１業務所19係）

水

　道

　局

業 務 係
計 量 係
徴 収 係
給 水 係
広 業 務 所

事 務 係
技 術 係
配 水 係
浄 水 係
水 質 試 験 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
経 理 係
会 計 係
資 材 係

工　務　課

総　務　課

業　務　課

昭和28年1月（３課１業務所15係）

経 理 係
料 金 係
資 材 係
会 計 係

給 水 工 事 係
配 水 係
浄 水 係
水 質 試 験 係

事 務 係
施 設 係
計 画 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
広 業 務 所

庶　務　課

経　理　課

給　水　課

施　設　課

水

　道

　局 工

　
　務

　
　部

水

　道

　局

業

　
　務

　
　部

庶　務　課

経　理　課

給　水　課

施　設　課

工

　
　務

　
　部

業 務 係
工 事 係

事 務 係
施 設 係
漏 水 防 止 係
計 画 係

給 水 事 務 係
給 水 工 事 係
配 水 工 事 係
浄 水 係
量 水 器 係
水 質 試 験 係

経 理 係
第 一 料 金 係
第 二 料 金 係
会 計 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
用 度 係
車 両 係

広業務所

昭和33年１月（１部４課１業務所14係）

昭和36年１月（２部４課１業務所21係）
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水

　道

　局

業

　
　務

　
　部

施設課

庶務課

経理課

給水課
工

　
　務

　
　部

業 務 係
工 事 係

事 務 係
施 設 係
漏 水 防 止 係
計 画 係

給 水 事 務 係
給 水 工 事 係
配 水 工 事 係
浄 水 係
量 水 器 係
水 質 試 験 係

経 理 係
第 一 料 金 係
第 二 料 金 係
会 計 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
用 度 係
車 両 係
下水道建設事務所

広業務所

水

　道

　局

施 設 係
事 務 係

浄 水 係
水 質 係

管

　
　理

　
　部

庶務課

経理課

料金課

配水課

給水課

施設課

給

　
　水

　
　部

配 水 管 維 持 係
配 水 管 工 事 係
漏 水 防 止 係

事 務 係
第 一 給 水 係
第 二 給 水 係
量 水 器 係

事 務 係
第 一 料 金 係
第 二 料 金 係
第 三 料 金 係

経 理 係
資 材 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
管 財 係
車 両 係

昭和38年10月（２部４課１業務所21係１所）

昭和44年４月（２部６課22係）

水

　道

　局

施 設 係
事 務 係

浄 水 係
水 質 係

管

　
　理

　
　部

庶　務　課

経　理　課

料　金　課

配　水　課

給　水　課

施　設　課

（下水道建設事務所）

給

　
　水

　
　部

配 水 管 維 持 係
配 水 管 工 事 係
漏 水 防 止 係

事 務 係
第 一 給 水 係
第 二 給 水 係
量 水 器 係

事 務 係
第 一 料 金 係
第 二 料 金 係
第 三 料 金 係

経 理 係

資 材 係
会 計 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
土 地 係
車 両 係

水

　道

　局

戸 坂 浄 水 係

施 設 係
平 原 浄 水 係
石 内 浄 水 係
宮 原 浄 水 係

水 質 管 理 係

業

　
　務

　
　部

庶　務　課

経　理　課

営　業　課

浄　水　課

工　務　課

拡　張　課

工

　
　務

　
　部

事 務 係
第 一 維 持 係
第 二 維 持 係
漏 水 防 止 係

事 務 係
相 談 係
検 針 係
料 金 係
給 水 装 置 係
量 水 器 係

資 材 係
経 理 係

整 備 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
管 財 係

事 務 係

拡 張 第 二 係
拡 張 第 一 係

昭和41年７月（２部６課23係１所）

昭和46年４月（２部６課26係）
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水

　道

　局

事 務 係
拡 張 第 一 係
拡 張 第 二 係

業

　
　務

　
　部

庶　務　課

経　理　課

営　業　課

浄　水　課

工　務　課

拡　張　課

工

　
　務

　
　部

施 設 係
動 力 係
平 原 浄 水 係
石 内 浄 水 係
宮 原 浄 水 係
戸 坂 浄 水 係
水 質 管 理 係

事 務 係
第 一 維 持 係
第 二 維 持 係
漏 水 防 止 係

事 務 係
相 談 係
検 針 係
料 金 係
給 水 装 置 係
量 水 器 係

資 材 係
整 備 係

経 理 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
管 財 係

水

　道

　局

事 務 係
拡 張 第 一 係
拡 張 第 二 係

業

　
　務

　
　部

庶　務　課

経　理　課

営　業　課

浄　水　課

工　務　課

拡　張　課

工

　
　務

　
　部

施 設 係
動 力 係

平 原 浄 水 係
石 内 浄 水 係
宮 原 浄 水 係

戸 坂 浄 水 係

浄 水 係

本 庄 浄 水 係

水 質 管 理 係

事 務 係
第 一 維 持 係
第 二 維 持 係
漏 水 防 止 係

事 務 係
相 談 係
検 針 係
料 金 係
給 水 装 置 係
量 水 器 係

資 材 係
整 備 係

経 理 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
管 財 係

昭和49年４月（２部６課27係）

昭和52年４月（２部６課29係）

水

　道

　局

事 務 係
拡 張 第 一 係
拡 張 第 二 係

業

　
　務

　
　部

庶　務　課

経　理　課

営　業　課

浄　水　課

工　務　課

拡　張　課

工

　
　務

　
　部

施 設 係
動 力 係
平 原 浄 水 係
石 内 浄 水 係
宮 原 浄 水 係

戸 坂 浄 水 係
本 庄 浄 水 係

水 質 管 理 係

事 務 係
第 一 維 持 係
第 二 維 持 係
漏 水 防 止 係

事 務 係
相 談 係
検 針 係
料 金 係
給 水 装 置 係
量 水 器 係

資 材 係
整 備 係

経 理 係

庶 務 係
人 事 係
調 査 係
管 財 係

水

　道

　局

平 原 浄 水 係
施 設 管 理 係

石 内 浄 水 係
宮 原 浄 水 係

戸 坂 浄 水 係
本 庄 浄 水 係

業

　
　務

　
　部

総　務　課

経　理　課

営　業　課

配　水　課

庶　務　課

浄　水　課

水質管理課

施　設　課

工

　
　務

　
　部

配 水 維 持 係
給 水 維 持 係
給 水 装 置 係
漏 水 防 止 係

事 務 係
管 理 係

業 務 係
相 談 係

料 金 係
検 針 係

経 理 係
資 材 係

庶 務 係
企 画 調 整 係

水 質 管 理 係

施 設 拡 張 係
配 水 工 事 係

総 務 係
職 員 係

企画調整室

昭和50年４月（２部６課28係）

昭和54年４月（２部１室８課25係）
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水

　道

　局

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 場
石 内 浄 水 場

水 質 試 験 所

宮 原 浄 水 場
本 庄 浄 水 場

業

　
　務

　
　部

総　務　課

経　理　課

営　業　課

配　水　課

工　務　課

浄　水　課

工

　
　務

　
　部

事 務 係
配 水 維 持 係
給 水 維 持 係
給 水 装 置 係
漏 水 防 止 係

庶 務 係
計 画 係
工 事 係

業 務 係
相 談 係

料 金 係
計 量 係

経 理 係
資 材 係

庶 務 係
企 画 調 整 係

総 務 係
職 員 係
管 財 係

企画調整室

水

　道

　局

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 場

二 級 水 源 地
水 質 試 験 所

三 永 水 源 地

宮 原 浄 水 場
本 庄 浄 水 場

業

　
　務

　
　部

総　務　課

経　理　課

営　業　課

配　水　課

工　務　課

浄　水　課

工

　
　務

　
　部

事 務 係
配 水 維 持 係
給 水 維 持 係
給 水 装 置 係
漏 水 防 止 係

庶 務 係
計 画 係

工 事 係
管 路 情 報 係

業 務 係
相 談 係

料 金 係
計 量 係

経 理 係
資 材 係

庶 務 係
企 画 調 整 係

総 務 係
職 員 係
管 財 係

企画調整室

昭和61年４月（２部１室６課26係）

平成９年４月（２部１室６課28係）

水

　道

　局

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 場
石 内 浄 水 場

二 級 水 源 地
水 質 試 験 所

三 永 水 源 地

宮 原 浄 水 場
本 庄 浄 水 場

業

　
　務

　
　部

総　務　課

経　理　課

営　業　課

配　水　課

工　務　課

浄　水　課

工

　
　務

　
　部

事 務 係
配 水 維 持 係
給 水 維 持 係
給 水 装 置 係
漏 水 防 止 係

庶 務 係
計 画 係

工 事 係
管 路 情 報 係

業 務 係
相 談 係

料 金 係
計 量 係

経 理 係
資 材 係

庶 務 係
企 画 調 整 係

総 務 係
職 員 係
管 財 係

企画調整室

水

　道

　局

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 場
宮 原 浄 水 場

三 永 水 源 地
本 庄 浄 水 場

二 級 水 源 地
水 質 試 験 所

業

　
　務

　
　部

総　務　課

経　理　課

営　業　課

配　水　課

工　務　課

浄　水　課

工

　
　務

　
　部

事 務 係
配 水 維 持 係
給 水 維 持 係
給 水 装 置 係
漏 水 防 止 係

庶 務 係
計 画 係
管 路 情 報 係
工 事 係

業 務 係
相 談 係
料 金 係

経 理 係
資 材 係

総 務 係
企 画 調 整 係
職 員 係
管 財 係

平成４年４月（２部１室６課29係）

平成13年４月（２部６課26係）
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水

　道

　局

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 場
宮 原 浄 水 場

三 永 水 源 地
本 庄 浄 水 場

二 級 水 源 地
水 質 試 験 所

業

　
　務

　
　部

総　務　課

経　理　課

営　業　課

配　水　課

工　務　課

浄　水　課

工

　
　務

　
　部

事 務 係
維 持 係
給 水 装 置 係

庶 務 係
計 画 係
管 路 情 報 係
建 設 係

業 務 係
相 談 係
料 金 係

経 理 係
資 材 係

総 務 係
企 画 調 整 係
職 員 係
管 財 係

水

　道

　局

経 理 係
資 材 係

業 務 係
相 談 係
料 金 係

庶 務 係
計 画 係
情 報 管 理 係
建 設 係

事 務 係
維 持 係
給 水 装 置 係

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 場
宮 原 浄 水 場

三 永 水 源 地
本 庄 水 源 地

二 級 水 源 地
水 質 試 験 所

業

　
　務

　
　部

工

　
　務

　
　部

総 務 係
お客様サービス係
企 画 調 整 係
職 員 係
管 財 係

総　務　課

経　理　課

営　業　課

工　務　課

配　水　課

浄　水　課

東部営業所

南部営業所

工事検査室

平成14年４月（２部６課24係）

平成17年３月（２部１室６課２営業所25係）

水

　道

　局

経 理 係
資 材 係

業 務 係
相 談 係
料 金 係

庶 務 係
計 画 係
情 報 管 理 係
建 設 係

事 務 係
維 持 係
給 水 装 置 係

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 場
宮 原 浄 水 場

三 永 水 源 地
本 庄 水 源 地

二 級 水 源 地
水 質 試 験 所

業

　
　務

　
　部

工

　
　務

　
　部

総 務 係
お客様サービス係
企 画 調 整 係
職 員 係
管 財 係

総　務　課

経　理　課

営　業　課

工　務　課

配　水　課

浄　水　課

東部営業所

工事検査室

水

　道

　局

電 機 係
施 設 管 理 係

平 原 浄 水 係
宮 原 浄 水 係
水 源 地 係
水 質 試 験 所

管

　
　理

　
　部

総務企画課

財　務　課

営　業　課

配　水　課

建　設　課

浄　水　課

技

　
　術

　
　部

管 路 維 持 係
給 水 装 置 係

工 事 事 務 所

給 水 維 持 係

計 画 管 理 係
施 設 整 備 係
管 路 整 備 係

お客様サービス係
料 金 管 理 係

財 政 係
契 約 係
管 財 係

総 務 係
企 画 調 整 係
人 事 係

工事検査室

平成16年４月（２部１室６課１営業所25係）

平成21年４月（２部１室６課１所20係）
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上
下
水
道
局

下 水 維 持 係
下 水 計 画 係

経
営
総
務
部

水
道
技
術
部

上下水道総務課

経営企画課

お客様サービスセンター課

水道建設課

浄　水　課

配　水　課

下水管理課

下水建設課

下水施設課

下
水
道
技
術
部

宮 原 浄 水 係
水 源 地 係
水 質 試 験 所

施 設 管 理 係
電 機 係

給 水 維 持 係
管 路 維 持 係

水 道 計 画 係
施 設 整 備 係
管 路 整 備 係

お 客 様 係
給 水 装 置 係
排 水 設 備 係

総 務 人 事 係
管 財 契 約 係

管 理 係
水 質 係
西 部 施 設 係
東 部 施 設 係

水 道 財 政 係
下 水 財 政 係
企 画 係

設 計 係
設 備 係

工 事 第 2 係
工 事 第 1 係

上
下
水
道
局

水 道 維 持 G
管 路 管 理 G

下 水 維 持 G

下 水 設 計 G
工 事 第 １ G
工 事 第 ２ G

水 道 設 計 G
施 設 整 備 G
管 路 整 備 G

水 道 計 画 G
下 水 計 画 G

業 務 G
給 排 水 設 備 G

総 務 人 事 G
管 財 契 約 G

企 画 広 報 G
財 政 G

施 設 管 理 G

宮 原 浄 水 G
電 機 G

水 源 地 G
水 質 試 験 G

管 理 G
水 質 G
施 設 G
設 備 G

上下水道総務課

経営企画課

営　業　課

計　画　課

水道建設課

管路管理課

下水建設課

浄　水　課

下水施設課

経
営
総
務
部

建

　
　設

　
　部

施
設
管
理
部

上
下
水
道
局

水 道 維 持 G
事 務 G

下 水 設 計 G
工 事 第 １ G
工 事 第 ２ G
下 水 維 持 G

水 道 設 計 G
施 設 整 備 G
管 路 整 備 G

水 道 計 画 G
下 水 計 画 G

業 務 G
給 排 水 設 備 G

総 務 G
人 事 G

企 画 広 報 G
財 政 G

施 設 管 理 G

宮 原 浄 水 G
電 機 G

水 源 地 G
水 質 管 理 G

管 理 G
水 質 G
施 設 G
設 備 G

上下水道総務課

経営企画課

営　業　課

計　画　課

水道建設課

管路管理課

下水建設課

浄　水　課

下水施設課

経
営
総
務
部

建

　
　設

　
　部

施
設
管
理
部

平成25年４月（３部９課１所27係）

平成29年４月（３部９課26グループ） 平成30年４月（３部９課26グループ）

上
下
水
道
局

水 道 維 持 G
管 路 管 理 G

下 水 維 持 G

下 水 設 計 G
工 事 第 １ G
工 事 第 ２ G

水 道 設 計 G
施 設 整 備 G
管 路 整 備 G

水 道 計 画 G
下 水 計 画 G

業 務 G
給 排 水 設 備 G

総 務 人 事 G
管 財 契 約 G

企 画 広 報 G
水 道 財 政 G
下 水 財 政 G

施 設 管 理 G

宮 原 浄 水 G
電 機 G

水 源 地 G
水 質 試 験 G

管 理 G
水 質 G
施 設 G
設 備 G

上下水道総務課

経営企画課

営　業　課

計　画　課

水道建設課

管路管理課

下水建設課

浄　水　課

下水施設課

経
営
総
務
部

建

　
　設

　
　部

施
設
管
理
部

平成27年４月（３部９課27グループ）
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施行月日 内容

大正６年12月５日 　水道料金の徴収制度開始
昭和17年５月18日 　水道料金の改定
昭和21年４月１日 　水道料金の改定
昭和22年４月１日 　水道料金の改定（量水器設備設置までの定額栓新設）
昭和22年９月１日 　水道料金の改定
昭和23年７月１日 　水道料金の改定（用途に工業用料金を新設）
昭和23年10月１日 　水道料金の改定
昭和25年８月１日 　水道料金の改定（第５種を臨時用と船舶給水用に分割）
昭和26年４月１日 　水道料金の改定
昭和32年６月１日 　水道料金の改定（工業用を原水と浄水に分割）
昭和35年４月１日 　水道料金の改定（量水器設備設置までの定額栓廃止）
昭和38年４月１日 　水道料金の改定（工業用（原水）を廃止）
昭和39年２月１日 　水道料金の改定（船舶給水用（運搬給水）のみ料金改定）
昭和41年４月１日 　水道料金の改定（工業用の廃止，プール用及び夜間給水の新設）
昭和46年10月１日 　水道料金の改定
昭和49年10月１日 　水道料金の改定
昭和52年２月１日 　水道料金の改定（共用の廃止）
昭和55年４月１日 　水道料金の改定（船舶用の廃止）
昭和59年４月１日 　水道料金の改定
昭和63年４月１日 　水道料金の改定（一般用の用途別料金体系から口径別料金体系に変更）

平成元年４月１日 　水道料金の改定（消費税の導入のみ）

平成５年４月１日 　水道料金の改定
平成９年４月１日 　水道料金の改定（消費税率引上げ及び地方消費税導入を含む）
平成26年４月１日 　水道料金の改定（消費税率及び地方消費税の引上げのみ）
平成26年10月１日 　水道料金の改定

水道料金の変遷
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 水　道　料　金　の　変　遷

改定期 大正６年12月５日

種　類 区　分 消費水量
定限 １㎥単価 月　　額 １㎥超過料

第１種 専 用 9.1㎥ 0.088円  0.800円 0.088円

第２種
共
　
用

市 設 供 用 栓 5.5㎥ 0.055円 0.300円 0.055円

私 設 供 用 栓 5.5㎥ 0.083円 0.450円 0.083円

第９条但書二
該当スルモノ 7.3㎥ 0.083円 0.600円 0.083円

第３種 官 公 衛 学 校，
会社及び営業用 14.6㎥ 0.088円 0.280円 0.088円

第４種 湯 屋 営 業 91.0㎥ 0.044円 4.000円 0.044円

第５種 船 舶 等 1㎥ 0.150円 ― 0.150円

改定期 昭和17年5月18日

昭和17年度 昭和18年度 昭和19年度以降 量水器使用料

種　類 区分 消費水量
定限 月　額 １㎥

超過料
消費水量

定限 月　額 １㎥
超過料

消費水量
定限 月　額 １㎥

超過料 種別 １個月額

第１種 専 用 10㎥ 1.00円 10.0銭 10㎥ 1.10円 11.0銭 10㎥ 1.20円 12.0銭 13mm 20.0銭

第２種
共
　
用

市 設 6㎥ 0.36円 6.0銭 6㎥ 0.39円 6.5銭 6㎥ 0.42円 7.0銭 16mm 30.0銭

私 設 6㎥ 0.60円 10.0銭 6㎥ 0.66円 11.0銭 6㎥ 0.66円 11.0銭 20mm 40.0銭

第 ９ 条 但 書
該 当 8㎥ 0.80円 10.0銭 8㎥ 0.88円 11.0銭 8㎥ 0.96円 12.0銭 25mm 500.0銭

第３種 官 公 衛 学 校，
会社及び営業用 16㎥ 1.60円 10.0銭 16㎥ 1.76円 11.0銭 16㎥ 1.92円 12.0銭

第４種 湯 屋 営 業 用 100㎥ 5.00円 5.0銭 100㎥ 5.00円 5.0銭 100㎥ 5.00円 5.0銭

第５種 船 舶 等 臨 時 1㎥ ― 20.0銭 1㎥ ― 20.0銭 1㎥ ― 20.0銭

改定期 昭和21年４月１日 改定期 昭和22年４月１日 昭和22年９月１日

種　類 区分 基   本 超過
（1㎥につき） 種　類 区分 基   本 超過

（1㎥につき） 基   本 超過
（1㎥につき）

第１種 � 家事用 12　 3　60 30 第１種 � 家　事 10　 10 1 10　 25 2　50

第２種

共
用
栓
家
事
用

市 設 8　 1　20 15 第２種 共 用 栓 家 事 用 6　  3 50 6　 10 1　65
私 設 8　 1　60 20

第３種

官公署学校， 病院 20　 20 1 20　 50 2　50
９ 条 但 書 10　 3 30 工 業 用 ― ― ― ―

第３種 官 公 署
学 校， 病 院 20　 6 30 病 院， 寄 席

其 他 営 業 用 20　 30 1　50 20　 75 3　75

第４種 湯 屋 営 業 100　10 10 第４種 湯 屋 営 業 200　160 80 200　400 2　
第５種 船 舶 及 臨 時 1　40 ― 第５種 船 舶 及 臨 時 1　  2 ― 1　  5 ―

量
水
器
設
備
設
置
ま
で

専
用
栓
連
合
栓
家
事
用

１戸５人まで
１戸５人まで１人増す毎に
支栓１栓につき
支栓設けざる浴槽１槽につき
牛馬１頭につき
自動車１台につき

―
―
―
―
―
―

10
2
4
2
3

―

25
5

10
5

7　50
25

共
用
栓
家
事
用

１戸５人まで
１戸５人まで１人増す毎に
浴槽１槽につき
牛馬１頭につき
自動車１台につき

―
―
―
―
―

3
60

1　50
3

―

10
2

3　75
7　50

25

専用栓
連合栓 ㎥ 円 銭 銭

専用栓
連合栓 ㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 銭 銭 ㎥ 円 銭 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 銭 銭 ㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 銭

㎥ 円 銭 ㎥ 円 円 銭 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 銭 ㎥ 円 銭 ㎥ 円 円

㎥ 銭 ㎥ 円 ㎥ 円

円
円
円
円
円

円
円
円
円

円 銭
円

円
銭

円 銭
円

円
円

円 銭
円 銭

円
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改定期 昭和23年７月１日 昭和23年10月１日 昭和25年８月１日

種　類 区分 基   本 超過
（1㎥につき）

基   本 超過
（1㎥につき）

基   本 超過
（1㎥につき）

第１種 � 家事用 10　40 5 10　85 8　50

　 同　左  　 同　左
第２種

共 用 栓 家 事 用 6　24 4 6　51 8　50
官 公 署
学 校， 病 院
其 他 営 業 用

20　80 5 20　170 8　50

工 業 用 200　800 5 200　1,700 8　50

第３種 病 院， 寄 席
其 他 営 業 用 20　120 8 20　255 12　50

第４種 湯 屋 営 業 200　700 4 200　750 7　50
第５種 船 舶 及 臨 時 1　10 － 1　20 － 第５種 臨 時 １　15 －

― － ― －

量
水
器
設
備
設
置
ま
で

専
用
栓
連
合
栓
家
事
用

１戸５人まで
１戸５人まで１人増す毎に
支栓１栓につき
支栓設けざる浴槽１槽につき
牛馬１頭につき
自動車１台につき

40
10
10

5
7　50

40

85
17
20
10
16
85 　 同　左

共
用
栓
家
事
用

１戸５人まで
１戸５人まで１人増す毎に
浴槽１槽につき
牛馬１頭につき
自動車１台につき

24
6

3　75
7　50

40

51
10

8
16
85

改定期 昭和26年４月１日
用途及び
種類

区分 基　本 超過（1㎥につき）

１
家
事
用

計
量
栓

専 用 10　 85 8　50
共 用 6　 51 8　50

定
額
栓

専 用 5　 85

1人増す毎に
支栓１栓につき
支栓設けざる浴槽１槽につき
牛馬豚１頭につき
自動車１台につき

17　
20　
10　
16　
85　

共 用 5　 51
1人増す毎に
浴槽１槽につき
牛馬豚１頭につき
自動車１台につき

10　
8　

16　
85　

２ 官公署・学校，病院用 20　 170 8　50

３ 営 業 用 20　 255

  21　〜 100 12　50
 101　〜 500 12　20
 501　〜 1000 11　90
1,001　〜 11　60

４ 工 業 用 200　1,700

  201　〜 1,000 8　50
 1,001　〜 5,000 8　30
 5,001　〜 10,000 8　10
10,001　〜 7　90

５ 湯 屋 営 業 用 100　750
101　〜 300 7　50
301　〜 500 7　30
501　〜 7　10

６ 船 舶
給水用

岸 壁 給 水 1　 10 ―
運 搬 給 水 1　 60 港外，夜間，荒天の場合は５割以内増徴

７ 臨 時 用 1　 15 ―

専用栓
連合栓 ㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 円 ㎥ 円 円 銭

㎥ 円 ㎥ 円 ㎥ 円

第６種
船舶給水用
　岸壁給水
　運搬給水

１　10
１　60

　�港外，夜間，
荒天の場合は
５割以内増徴

㎥ 円
㎥ 円

円
円
円
円

円 銭
円

円
円
円
円
円
円

円
円

円 銭
円 銭

円

円
円
円
円
円

㎥ 円 円 銭

㎥ 円 円 銭

人 円

円
円
円
円
円

人 円

円
円
円
円

㎥ 円 円 銭

㎥ 円

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ ㎥ 円 銭

㎥
以上1,000㎥を増す毎に１㎥につき30銭減額

円 銭

㎥ 円

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ ㎥ 円 銭

㎥
以上10,000㎥を増す毎に１㎥につき20銭減額

円 銭

㎥ 円

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ 円 銭

㎥ 円

㎥ 円

㎥ 円
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改定期 昭和32年６月１日　改定率 13.0% 改定期 昭和35年４月１日　改定率 18.8%
用途及び
種類

区分 基本 超過（1㎥につき）
区分 基本 超過（1㎥につき）

１
家
事
用

計
量
栓

専 用 10　 100 10
一 般 用 10　125 12　50

共 用 8　  80 10

定
額
栓

専 用 5　 100

20　
24　
12　
20　

100　

共 用 8　100 12　50

共 用 5　  80
12　
10　
20　

100　
公衆浴場用 10　125 11　50

２ 官 公 署
学 校， 病 院 用 10　 100

   11　〜 1,000 10 工
　
　
業
　
　
用

浄　 水 10　125
   11　〜 1,000 12　50

1,001　〜 9　50 1,001　〜 12

３ 営 業 用 10　 100
   11　〜 1,000 10

原　 水 150,000　
540,000

150,001　〜300,000 3　60
1,001　〜 9　50 300,001　〜 3　45

４ 工 業 用

浄
水10　100

   11　〜 1,000 10
臨 時 用 10　250 251,001　〜 9　50

原
水

150,000　
480,000

150,001　〜 300,000 3　20
300,001　〜 3　 5

船
舶
給
水
用

岸 壁
給 水 1　 20 勤務時間外の場合５割増徴

５ 湯 屋 営 業 用 10　100 9

６ 船 舶
給水用

岸 壁 給 水 1　 15 ―
運 搬
給 水

1
50

4,500

90

運 搬 給 水 1　 60 勤務時間外及び荒天の場合は５割増徴
港外１海里を超える毎に１㎥につき15円加算

港外１海里を超える毎に，１㎥につき20円加算
する。
勤務時間外及び荒天の場合は５割増徴

７ 臨 時 用 1　 20 ―

用途

㎥ 円 円
㎥ 円 円 銭

㎥ 円 円

人 円

円
円
円
円
円

㎥ 円 円 銭

人 円

円
円
円
円

㎥ 円 円 銭

㎥ 円
㎥ ㎥ 円

㎥ 円
㎥ ㎥ 円 銭

㎥ 円 銭 ㎥ 円

㎥ 円
㎥ ㎥ 円 ㎥

円

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ 円 銭 ㎥ 円 銭

㎥ 円
㎥ ㎥ 円

㎥ 円 円㎥ 円 銭

㎥
円

㎥ ㎥ 円 銭

㎥ 円 銭
㎥ 円

㎥ 円 円

㎥ 円
回
㎥
円

円

㎥ 円

㎥ 円

改定期 昭和38年４月１日　改定率 43.0％ 昭和39年２月１日
区分 基本 超過（1㎥につき） 基本 超過（1㎥につき）

一 般 用 10　180 18

　 同　左 　 同　左

共 用 8　145 18

公 衆 浴 場 用 10　180 16　50

工 業 用 10　180
   11　〜 1,000 18

1,001　〜 17　50

臨 時 用 10　350 35

船
舶
給
水
用

岸 壁 給 水 1　 30 勤務時間外の場合５割増徴

運 搬 給 水
1

50
4,500

90 1
50

6,000

120
港外１海里を超える毎に１㎥につき20円加算する。
勤務時間外及び荒天の場合は５割増徴

港外１海里を超える毎に１㎥につき20円加算する。
勤務時間外及び荒天の場合は５割増徴

用途別

㎥ 円 円

㎥ 円 円

㎥ 円 円 銭

㎥ 円
㎥ ㎥ 円

㎥ 円 銭

㎥ 円 円

㎥ 円

回
㎥
円

円 回
㎥
円

円
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改定期 昭和41年４月１日　改定率 39.1％ 昭和46年10月１日　改定率 40.3％
区分 基本 超過（1㎥につき） 基本 超過（1㎥につき）

一 般 用 10　220 28 10　280 41
共 用 8　175 28 8　200 41
公 衆 浴 場 用 10　220 21 10　280 25
プ ー ル 用 1　21 — 1　25 —

臨 時 用 10　440 50 10　650 75

船
舶
給
水
用

岸 壁 給 水 1　 40 勤務時間外の場合５割増徴 10　 60 勤務時間外の場合５割増徴

運 搬 給 水
1

50
6,000

120 1
50

9,000

180
港外１海里を超える毎に１㎥につき20
円加算する。
勤務時間外及び荒天の場合は５割増徴

港外１海里を超える毎に１㎥につき30
円加算する。
勤務時間外及び荒天の場合は５割増徴

夜 間 給 水 1　 22 — 1　 31 —

用途別

㎥ 円 円 ㎥ 円 円

㎥ 円 円 ㎥ 円 円

㎥ 円 円 ㎥ 円 円

㎥ 円 ㎥ 円

㎥ 円 円 ㎥ 円 円

㎥ 円 ㎥ 円

回
㎥
円

円 回
㎥
円

円

㎥ 円 ㎥ 円

改定期   昭和55年４月１日　改定率 26.3％   昭和59年４月１日　改定率 34.9％
区分 基本 超過（1㎥につき） 基本 超過（1㎥につき）

一 般 用 6　330

  7　〜 10
 11　〜 15
 16　〜 20
 21　〜 30
 31　〜 50
 51　〜 100
101　〜

40
85
95

105
115
125
140

8　480

10　660

 11　〜 15
 16　〜 20
 21　〜 30
 31　〜 50
 51　〜 100
101　〜

115
130
145
160
170
185

公 衆 浴 場 用 6　330 39 10　660 50
プ ー ル 用 1　 39 — 1　 60 —

臨 時 用 10　
3,000 350 10　

3,500 380

船 舶 用 昭和55年
1月廃止 — — —

夜 間 給 水 1　102 — 1　130 —

用途別

㎥ 円

㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥

円
円
円
円
円
円
円

㎥ 円

㎥ 円

㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥

円
円
円
円
円
円

㎥ 円 円 ㎥ 円 円

㎥ 円 ㎥ 円

㎥
円

円
㎥
円

円

㎥ 円 ㎥ 円

改定期   昭和49年10月１日　改定率 65.8％   昭和52年２月１日　改定率 25.3％
区分 基本 超過（1㎥につき） 基本 超過（1㎥につき）

一 般 用

8　310

10　350

 11　〜 15
 16　〜 20
 21　〜 30
 31　〜 50
 51　〜 100
101　〜

55
60
65
70
75
80

6　250

  7　〜 10
 11　〜 15
 16　〜 20
 21　〜 30
 31　〜 50
 51　〜 100
101　〜

35
70
75
85
90

100
110

共 用 8　200 41 — —

公 衆 浴 場 用 10　350 25 6　250 31
プ ー ル 用 1　 25 — 1　 31 —

臨 時 用 10　
1,300 150 10　

2,000 230

船 舶 用
1

50
18,000

360 1
50

27,000

540
港外１海里を超える毎に１㎥につき60
円加算する。
勤務時間外の場合は５割増徴

港外１海里を超える毎に１㎥につき90
円加算する。
勤務時間外の場合は５割増徴

夜 間 給 水 1　 60 — 1　 80 —

用途別

㎥ 円

㎥ 円

㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥

円
円
円
円
円
円

㎥ 円

㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥ ㎥
㎥

円
円
円
円
円
円
円

㎥ 円 円

㎥ 円 円 ㎥ 円 円

㎥ 円 ㎥ 円

㎥
円

円
㎥
円

円

回
㎥
円

円 回
㎥
円

円

㎥ 円 ㎥ 円
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区　　分 改　定　期 昭和63年４月１日　改定率 19.8％

用
　
途

基本料金（１月につき） 従　量　料　金　　（１㎥につき）

メータの口径 基本水量 料　　金 １㎥～
８㎥

９㎥～
10㎥

11㎥～
15㎥

16㎥～
20㎥

21㎥～
30㎥

31㎥～
50㎥

51㎥～
100㎥

101㎥以上

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
用

13 mm

 8㎥まで 720円 80円
125円 140円 160円

175円

185円
195円

20 mm

25 mm

40 mm 3,400円 80円

50 mm 10,000円 160円

75 mm 23,000円
175円

100 mm 45,000円

150 mm 122,000円 185円

200 mm 247,000円 195円

公 衆 浴 場 用 50㎥まで 4,500円 55円

臨 時 用 10㎥まで 3,900円 400円

夜 間 給 水 8,000㎥まで
8,001㎥以上

150円
195円

（注）　 �平成元年４月１日から，料金は，上記の表により算定した額に 100分の103を乗じて得た金額とする。この場合において，１円未満の端数が生じた
ときは，その端数金額を切り捨てる。

区　　分 改　定　期 平成５年４月１日　改定率 19.5％

用
　
途

基本料金（１月につき） 従　量　料　金　　（１㎥につき）

メータの口径 基本水量 料　　金 １㎥～
８㎥

９㎥～
10㎥

11㎥～
15㎥

16㎥～
20㎥

21㎥～
30㎥

31㎥～
50㎥

51㎥～
100㎥

101㎥以上

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
用

13 mm

 8㎥まで 880円 105円
155円 170円 190円

205円

215円
225円

20 mm

25 mm

40 mm 4,000円 105円

50 mm 12,000円 190円

75 mm 28,000円
205円

100 mm 55,000円

150 mm 147,000円 215円

200 mm 291,000円 225円

公 衆 浴 場 用 50㎥まで 5,500円 60円

臨 時 用 10㎥まで 4,500円 460円

夜 間 給 水 8,000㎥まで
8,001㎥以上

175円
225円

（注）　 �料金は，上記の表により算定した額に100分の103を乗じて得た金額とする。この場合において，１円未満の端数が生じたときは，その端数金額を
切り捨てる。
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区　　分 改　定　期 平成９年４月１日　改定率 14.2％

用
　
途

基本料金（１月につき） 従　量　料　金　　（１㎥につき）

メータの口径 基本水量 料　　金 １㎥～
８㎥

９㎥～
10㎥

11㎥～
15㎥

16㎥～
20㎥

21㎥～
30㎥

31㎥～
50㎥

51㎥～
100㎥

101㎥以上

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
用

13 mm

 8㎥まで 1,000円 120円
176円 194円 218円

236円

247円
259円

20 mm

25 mm

40 mm 4,400円 120円

50 mm 13,000円 218円

75 mm 30,500円
236円

100 mm 60,400円

150 mm 161,400円 247円

200 mm 315,700円 259円

公 衆 浴 場 用 50㎥まで 6,000円 69円

臨 時 用 10㎥まで 5,100円 525円

夜 間 給 水 8,000㎥まで
8,001㎥以上

200円
259円

（注）　 �平成９年４月１日から，料金は，上記の表により算定した額に100分の105を乗じて得た金額とする。この場合において，１円未満の端数が生じた
ときは，その端数金額を切り捨てる。

（注）　 �平成26年４月１日から，料金は，上記の表により算定した額に100分の108を乗じて得た金額とする。この場合において，１円未満の端数が生じた
ときは，その端数金額を切り捨てる。

区　　分 改　定　期 平成26年10月１日　改定率 10.7％

用
　
途

基本料金（１月につき） 従　量　料　金　　（１㎥につき）

メータの口径 料　　金 １㎥～
10㎥

11㎥～
20㎥

21㎥～
30㎥

31㎥～
50㎥

51㎥～
100㎥

101㎥～
500㎥

501㎥～
以上

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
用

13 mm 1,040円

20円

220円 250円 260円 275円 280円 285円

20 mm 1,080円

25 mm 1,120円

40 mm 4,600円

160円

50 mm 15,000円

75 mm 34,500円

100 mm 67,000円

150 mm 178,600円

200 mm以上 349,400円

一般公衆浴場用
6,000円

（50㎥までの水
量を含む。）

— 69円

臨 時 用 5,640円 40円 580円

夜 間 給 水 8,000㎥まで
8,001㎥以上

220円
285円

（注）　�料金は，上記の表により算定した額に100分の108を乗じて得た金額とする。この場合において，１円未満の端数が生じたときは，その端数金額を
切り捨てる。
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水
系 配水池名 竣工年月 容量(㎥)

宮
原
水
系

宮原低区配水池 平成25年３月外 19,500
宮原高区配水池 昭和49年３月外 2,100
休山隧道配水池 昭和49年７月 20,000
天応配水池 昭和42年12月 500
長谷配水池 昭和43年６月 75
吉浦低区配水池 昭和19年３月 10,000
西部高区配水池 昭和63年７月 1,000
吉浦高区配水池 昭和61年10月 200
仁方低区配水池 昭和25年３月 400
仁方高区配水池 昭和43年12月 600
先小倉配水池 昭和53年３月 100
室瀬配水池 昭和63年３月 4
冠崎配水池 昭和36年10月 200
見晴配水池 平成16年３月外 100
� 宮原水系計 （14か所） 54,779

旧
平
原
水
系

平原低区配水池 平成29年10月 10,000
平原高区配水池 昭和42年９月外 3,060
北部高区配水池 昭和41年９月 200
上平原配水池 平成２年３月外 120
奥畑配水池 昭和58年12月 10
西谷配水池 昭和48年３月 100
� 平原水系計 （６か所） 13,490

本
庄
水
系

本庄隧道配水池 昭和63年３月 6,000
本庄配水池 昭和56年３月 2,400
焼山東部配水池 昭和41年７月外 500
焼山南部配水池 昭和46年10月 250
焼山北部高区配水池 平成４年３月 800
焼山南ハイツ配水池 昭和63年３月 540
狐城配水池 平成17年３月外 2,500
郷原第２配水池 平成９年３月 550
鬼坂配水池 昭和53年３月 140
宮ヶ迫配水池 平成10年３月 500
長谷調整池 平成10年３月 100
郷原第１配水池 平成11年３月 1,000
� 本庄水系計 （12か所） 15,280

川
尻
地
区

寺田配水池 昭和31年４月 400
柳迫第１配水池 昭和46年11月 504
柳迫第２配水池 昭和56年２月 810
上畑第１配水池 昭和48年７月 230
上畑第２配水池 昭和60年４月 204
小仁方低区配水池 昭和55年２月 280
小仁方高区１号配水池 昭和55年２月 90
小仁方高区２号配水池 平成９年３月 135
� 川尻地区計 （７か所） 2,653

安
浦
地
区

女子畑配水池(受水場) 平成17年３月 160
赤向坂配水池(受水場) 昭和59年３月 240
赤向坂調整池 昭和59年３月 15
原垣内配水池 平成４年３月外 2,200
中切配水池 昭和59年３月 500
亀戸配水池 昭和60年３月 400
安登配水池 昭和59年３月 300
下垣内配水地 平成７年３月 21
中畑配水池 平成８年３月 68
� 安浦地区計 （９か所） 3,904

水
系 配水池名 竣工年月 容量(㎥)

音
戸
地
区

藤脇配水池 昭和54年３月 1,200
畑配水池 平成３年６月 660
新城平配水池 昭和43年３月 600
南隠渡配水池 平成15年11月 800
� 音戸地区計 （４か所） 3,260

倉
橋
地
区

本浦配水池 平成３年３月外 1,630
室尾配水池 昭和54年３月 335
大迫配水池 平成６年３月 65
鹿島配水池 昭和55年３月 162
須川配水池 昭和54年３月 3
西宇土配水池 昭和54年３月 5
大向配水池 昭和55年３月 8
宇和木調整池 昭和55年３月 106
倉橋長谷配水池 昭和56年３月 105
宇和木北部配水池 平成７年３月外 308
江ノ浦配水池 昭和55年３月 92
� 倉橋地区計 （11か所） 2,819

下
蒲
刈
地
区

林迫配水池 平成９年３月 450
新大地蔵配水池 平成10年３月 390
大地蔵調整池
※平成21年３月改良(躯体除く) 

昭和58年３月 25

大野配水池（受水場） 昭和58年３月 45
� 下蒲刈地区計 （４か所） 910

蒲
刈
地
区

向配水池 平成９年３月外 380
大浦配水池 平成８年３月外 464
宮盛低区配水池（受水場） 昭和48年３月 126
宮盛高区配水池 昭和62年３月 20
田戸配水池 平成８年３月 150
� 蒲刈地区計 （５か所） 1,140

豊
浜
地
区

小野浦第１配水池 昭和50年３月外 220
小野浦第２配水池 昭和50年３月外 48　
内浦配水池 昭和39年３月 73
大浜配水池 昭和40年３月 51
山崎低区配水池（受水場） 平成４年３月 128
山崎高区配水池 昭和49年３月 43
立花配水池 昭和48年３月 37
斎島配水池 平成３年３月 50
� 豊浜地区計 （８か所） 650

豊
地
区

大長御手洗配水池 平成９年３月外 780
大長高区配水池 昭和62年３月 20
久比配水池 昭和62年３月 262
沖友配水池 昭和56年３月 150
三角受水場 昭和51年３月 44
三角配水池 平成５年３月 104
� 豊地区計 （６か所） 1,360

� 上水道施設　合計 （86か所） 100,245

現　在　の　配　水　池　 （平成29年10月現在）

※　竣工年月のうち，配水池に複数の構造物がある場合は，最新の構造物の竣工年月を記載
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年　　　　表

呉市水道事業の出来事 呉市の出来事／社会の出来事

明
　
治

19（1886）年 ５月 第２海軍区鎮守府の位置を安芸郡呉港に設定
21（1888）年 12月 呉鎮守府水道着工
22（1889）年 ９月 呉鎮守府水道竣工 ２月

７月
大日本帝国憲法公布
呉鎮守府開庁

23（1890）年 ４月 呉鎮守府水道給水開始 10月 教育勅語発布

27（1894）年 ７月 日清戦争始まる

28（1895）年 ４月 日清講話条約調印

35（1902）年 １月
10月

日英同盟協約調印
和庄町・荘山田村・宮原村・二川町が合併し呉市
誕生

36（1903）年 11月

12月

呉海軍造船廠と呉海軍造兵廠が合併し呉海軍工廠
設立
呉線呉～広島間開通

37（1904）年 ２月 日露戦争始まる

38（1905）年 ９月 日露講和条約調印

41（1908）年 ４月 水道課設置
42（1909）年 10月 呉電気鉄道（株）県内初の市街電車
44（1911）年 ７月 呉鎮守府司令長官に余水分与を請願

大
　
正

２（1913）年 ３月 呉鎮守府司令長官が余水分与を承諾
３（1914）年 ６月 第1次世界大戦始まる

４（1915）年 ７月 創設工事着工
７（1918）年 ３月

４月
創設工事竣工（全国で34番目）
市民給水開始（馴染みの「いなり水」が姿を消す。）15,000㎥／日

８月
８月

呉市で米騒動
シベリア出兵・米騒動

９（1920）年 １月 国際連盟に常任理事国として加盟

10（1921）年 １月
11月

呉海軍工廠広支廠開庁
ワシントン軍縮会議

11（1922）年 ３月
10月

全国水平社結成
ワシントン軍縮の第１次職工整理で3,989人退廠

12（1923）年 ４月
９月

呉海軍工廠広支廠分離独立し，広海軍工廠となる
関東大震災

昭
　
和

３（1928）年 ４月 第1期拡張工事着工 １月
４月
10月

普通選挙法に基づく，初の市議会議員選挙実施
呉市に吉浦町・警固屋町・阿賀町合併
松本清作詞，藤井清水作曲「呉市歌」告示

４（1929）年 ３月 第1期拡張工事竣工（宮原高地区の給水を開始） 世界恐慌

６（1931）年 ４月
９月

ロンドン軍縮による職工整理で3,914人退廠
満州事変

７（1932）年 ３月
５月

満州国立国
５.15事件

８（1933）年 ２月 国際連盟脱退

10（1935）年 ３月 国防と産業大博覧会開催
11（1936）年 ２月 ２.26事件

12（1937）年 ６月 水道部制を施行 ７月 日中戦争勃発

13（1938）年 11月 第２期拡張事業着工 ４月
10月

国家総動員法公布
国道32号（呉～広島間道路，現国道31号）通行
開始

14（1939）年 ９月 第２次世界大戦始まる

15（1940）年 ８月

９月

呉工廠において戦艦「大和」進水式
（昭和12年11月起工　昭和16年12月竣工）
日独伊三国同盟

16（1941）年 ４月
12月

呉市に広村・仁方町合併
真珠湾攻撃　太平洋戦争勃発

17（1942）年 ５月 料金改定実施
18（1943）年 ３月

３月
11月

第２期拡張事業竣工　34,500㎥／日
吉浦町・警固屋町・阿賀町に給水を開始
県営二級ダム完成
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呉市水道事業の出来事 呉市の出来事／社会の出来事

昭
　
和

20（1945）年 ９月
10月

枕崎台風により水道施設にも被害発生
占領軍進駐，旧軍港水道の管理運営，進駐軍給水

７月
８月
８月
９月

Ｂ29約100機，呉市を空襲，市街の大半を消失
広島・長崎へ原爆投下
ポツダム宣言受諾　降伏
枕崎台風により大災害発生（死者1,154人，負傷
者440人）

21（1946）年 ４月
６月

料金改定実施
部制を廃止，建設局の下に水道課設置

11月 日本国憲法公布

22（1947）年 ４月
４月
９月

料金改定実施
石内浄水場築造工事再開
料金改定実施

３月
３月

教育基本法施行
地方自治法公布

23（1948）年 ７月 料金改定実施
25（1950）年 ６月

６月
８月

旧軍港市転換法公布
朝鮮戦争始まる
市営二河プールで日米豪交歓水上競技呉大会開催

26（1951）年 ４月 料金改定実施 ９月
９月
９月

第６回国民体育大会夏季大会開催
サンフランシスコ平和条約調印
日米安全保障条約締結調印

27（1952）年 10月 地方公営企業法施行に伴い部制を局組織に ５月
10月

海上保安大学校の入学式
地方公営企業法施行

28（1953）年 10月 旧軍港市転換法により旧軍港水道施設無償譲受～昭和29年12月 ２月
７月

テレビ放送開始
呉市記念日を10月１日と制定

29（1954）年 ３月
11月

工業用水道事業：創設工事竣工（58,000㎥／日）
第３期拡張事業着工

７月
７月

海上自衛隊呉地方隊・呉地方総監部発足
自衛隊発足

31（1956）年 10月
10月
12月

呉市に天応町・昭和村・郷原村合併
日ソ共同宣言
国際連合加盟

32（1957）年 ６月 料金改定実施 ６月  水道法公布
33（1958）年 ３月 工業用水道事業：第１期拡張工事竣工（80,000㎥／日） ４月 工業用水道事業法公布

35（1960）年 ３月
４月

工業用水道事業：第２期拡張工事竣工（110,000㎥／日）
料金改定実施

１月 日米新安保条約調印

36（1961）年 12月 音戸大橋開通
37（1962）年 ３月

３月
４月
８月

第３期拡張工事竣工　68,000㎥／日
工業用水道事業：第3期拡張工事竣工（130,000㎥／日）
太田川東部工業用水道設置に関する協定締結
第４期拡張事業着工

38（1963）年 ４月
６月
12月

料金改定実施
焼山地区水道施設竣工，８月から給水開始
料金改定実施（船舶給水用運搬給水料金）

39（1964）年 10月
10月

東海道新幹線開通
東京オリンピック開催

40（1965）年 12月 太田川東部工業用水道より呉市へ通水開始（30,000㎥／日） ６月 日韓基本条約正式調印

41（1966）年 ４月
６月

料金改定実施
水道局庁舎完成

42（1967）年 ７月
10月

集中豪雨により大災害発生，運搬給水実施
渇水による給水制限実施（隔日24時間給水）

４月
７月

12月

入船山記念館開館
42年災発生（集中豪雨などにより死者88人，負
傷者467人）
呉市営電車廃止

45（1970）年 ４月
４月

料金調定事務を呉電子計算センターに委託
分担金制度実施

３月
10月

大阪万国博開催
呉線電化開通

46（1971）年 ２月
３月

８月
10月

第５期拡張事業第１次事業着工
第５期拡張事業の一部（導・送・浄・配水施設）を県（安芸灘
地域水道）との共同施設として建設（維持管理を含む。）する
ことに関する協定締結
第４期拡張工事竣工　118,000㎥／日
料金改定実施

47（1972）年 ３月 第５期拡張事業変更第１次事業認可（その１） ８月
５月
９月

札幌冬季オリンピック開催
沖縄日本復帰
日中国交正常化

48（1973）年 ８月 渇水による給水制限実施（隔日２４時間給水） 石油危機

49（1974）年 ７月
７月
10月

県との共同施設，休山隧道配水池竣工
上水道管理事務の事務委託に関する協定締結（広島県より受託）
料金改定実施（段階別逓増料金制度採用）

50（1975）年 10月 広島東洋カープセ・リーグ初優勝

51（1976）年 ３月
５月

本庄浄水場竣工
宮原浄水場の拡張整備工事竣工　141,500㎥／日
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呉市水道事業の出来事 呉市の出来事／社会の出来事

昭
　
和

52（1977）年 ２月
２月
５月

異常寒波による水道管凍結破裂事故多発
料金改定実施
第５期拡張事業変更第１次事業認可（その２）

53（1978）年 ４月

８月

第５期拡張事業で工事を進めていた郷原，昭和一部地区への水道
施設工事を，国庫補助を受け無水源地域簡易水道事業として施行
渇水による給水制限実施（３日に１日２４時間断水）～９月

８月 日中平和友好条約締結

54（1979）年 ６月
11月
12月

未給水地区（郷原地区）一部給水開始
未給水地区（昭和地区一部）一部給水開始
広島県水道用水供給事業の給水条件等に関する協定締結

55（1980）年 １月
４月
11月

船舶給水業務廃止
料金改定実施
未給水地区（郷原，昭和地区一部）工事竣工

56（1981）年 ２月
３月
３月

異常寒波による水道管凍結破裂事故多発～３月
無水源地域簡易水道事業（補助事業）完了
本庄浄水場増強（4,500㎥／日）

57（1982）年 ８月 呉市立美術館開館

58（1983）年 ３月
３月
４月
７月

本庄水源地空気揚水筒設置（６基）
第５期拡張事業竣工　141,500㎥／日
第６期拡張事業着工
広島県水道用水供給事業から浄水の一部受水開始

59（1984）年 ２月
３月
４月

異常寒波による水道管凍結破裂事故多発
三永水源地空気揚水筒設置（９基）
料金改定実施

３月 つばき会館完成

60（1985）年 ５月 「近代水道百選」に三永貯水池，宮原浄水場及び二河水源地が
選ばれる

61（1986）年 ３月
10月

10月

第６期拡張事業計画の変更（一次）
太田川水系太田川における水利使用権利（35,000㎥／日）の一
部(12,000㎥／日）を広島市へ譲渡
戸坂浄水場廃場

４月 呉女子短期大学開校

63（1988）年 ３月
４月
４月

本庄隧道配水池竣工，焼山浄水場廃場
本庄隧道配水池で県用水受水開始
料金改定実施（用途別料金体系を口径別料金体系に変更）

３月
３月
４月

青函トンネル開通
瀬戸大橋開通
ベルリンの壁崩壊

平
　
成

元（1989）年 ４月
５月

料金改定実施（料金等に消費税転嫁）
呉市水道事業等経営審議会設置

４月
４月

広島呉道路の天応～呉間開通
消費税スタート

２（1990）年 10月 東西ドイツ統一

３（1991）年 ３月
５月
９月

「ホタルの里」開園
第６期拡張事業計画の変更（二次）
台風19号による停電のため断水地区多発

１月 湾岸戦争勃発

４（1992）年 １月
10月

呉市水道水源保護対策要綱制定
太田川にて薬物流入事故発生

３月
６月

呉ポートピアランドオープン
ＰＫＯ協力法成立

５（1993）年 ４月 料金改定実施
６（1994）年 ７月 渇水による減圧給水等実施～ 10月 ９月 呉市と周辺12町が呉地方拠点都市地域に指定
７（1995）年 １月

２月
阪神・淡路大震災により被災地（神戸市）へ職員派遣～３月
水質試験所完成

１月
３月
４月

阪神・淡路大震災
東京地下鉄サリン事件
呉大学開校

８（1996）年 ３月 広島市と「地震・異常渇水等の災害時における水道水の相互融
通に関する協定」を締結

８月
９月

広島呉道路（クレアライン）全線開通
ひろしま国体開幕

９（1997）年 ３月
３月
４月

耐震性貯水槽を中央公園に設置（容量100㎥）
石内浄水場休止
料金改定実施（料金の改定と料金等に消費税の引上げ分及び地
方消費税を転嫁）

２月 長野冬季オリンピック開催

10（1998）年 １月
４月

10月

耐震性貯水槽を広公園に設置（容量100㎥）
公道部分の給水管修繕工事を業務委託（広，仁方，郷原，昭和，
天応及び吉浦地区）

「宮原浄水場低区配水池」「平原浄水場低区配水池」「二河水源
地取入口」の３施設が文化財登録原簿に登録（登録有形文化財）

11（1999）年 ２月

５月
６月
７月

国際協力事業団（ＪＩCＡ）から受託した「中東地域上水道維持
管理コース」の技術研修を実施（H10 ～ H14年度実施) ～３月

「本庄水源地堰堤水道施設」が国の重要文化財に指定
集中豪雨により災害発生（水道料金の免除措置実施）

「三永水源地堰堤」が文化財登録原簿に登録（登録有形文化財）

６月 集中豪雨による災害発生。死者８人，負傷者５人

12（2000）年 ４月
12月

公道部分の給水管修繕工事の業務委託を全市域に拡大
基本料金の前納制を後納制に変更し，一か月制の検針・集金制
度を二か月制の検針・集金制度に統一

11月 特例市（８月30日の政令で指定）になる
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13（2001）年 ３月

12月

芸予地震により災害発生（阿賀・広・仁方地区約21,000世帯が
断水）
呉市水道長期基本構想の策定

３月
９月

芸予地震発生，震度５強，死者１人
アメリカ同時多発テロ事件

14（2002）年 １月
４月

ホームページ開設
直結給水の開始

３月
５月
９月
10月

一般国道185号休山新道開通
日韓サッカーワールドカップ開幕
日朝首脳会談　一部拉致被害者帰国
呉市制施行100周年記念式典・記念祭開催

15（2003）年 ４月

９月

下蒲刈町との合併に伴い，下蒲刈簡易水道事業を地方公営企業
法の適用とし事業運営を引継ぐ
本庄浄水場休止

４月 呉市・下蒲刈町合併

16（2004）年 ４月
７月

９月

川尻町との合併に伴い，川尻町水道事業の運営を引継ぐ
東部幹線（φ800）が阿賀南4丁目で漏水事故（阿賀・広・仁方・
川尻・下蒲刈地区約28,300世帯が断水）
台風18号により災害発生（中央・阿賀・広・仁方・焼山・下
蒲刈地区約4,500世帯が断水）

１月
４月

イラクへ自衛隊派遣
呉市・川尻町合併

17（2005）年 １月

２月
３月

３月

４月

阿賀南6丁目排水管（φ300）で漏水事故（阿賀・広・仁方・川尻・
下蒲刈地区約27,400世帯が断水）
ダム湖百選に本庄貯水池が選定される
音戸町・倉橋町・安浦町との合併に伴い，各町の水道事業の運
営を引継ぐ
蒲刈町・豊浜町・豊町との合併に伴い，各町の簡易水道事業を
地方公営企業法の適用とし事業運営を引継ぐ
戸坂取水場施設の維持管理業務を水道法上の技術的な権限及び
責任を付与して広島県へ委託（第三者委託）

３月

３月
４月
10月

呉市・音戸町・倉橋町・蒲刈町・安浦町・豊浜町・
豊町と合併し，新「呉市」誕生
日本国際博覧会（愛知万博）
呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）オープン
郵政民営化

18（2006）年 ３月
８月

呉市水道局経営計画（平成17年度〜平成21年度）を策定
水道送水施設で崩落事故が発生（音戸・倉橋・吉浦・天応・中
央西部・広・仁方・川尻地区約20,100世帯が断水）

19（2007）年 １月
３月

第２次呉市水道局経営計画（平成20年度〜平成24年度）を策定
呉市水道長期基本構想の改訂

４月
９月

海上自衛隊呉史料館（てつのくじら館）オープン
「財政集中改革宣言」を発表

20（2008）年 ３月

３月

江田島市と「災害時等における水道水の相互応援に関する協定」
を締結
水道施設整備事業認可

４月 財政集中改革プログラムがスタート

21（2009）年 ３月
４月

５簡易水道事業の変更認可
検針及び収納等業務を一括して民間業者に委託

５月
５月
９月

裁判員制度施行
新型インフルエンザ流行
民主党へ政権交代

22（2010）年 ４月
４月

10月

財務会計システムを導入
水道の使用及び廃止等の受付，窓口業務，廃止に伴う精算業務
を民間業者に委託
水道料金等のコンビニエンスストア収納を導入

23（2011）年 ３月
４月

東日本大震災により被災地（石巻市ほか）へ職員派遣～４月
口座・入金整理業務を民間業者に委託

３月
３月

阿賀マリノ大橋開通
東日本大震災発生

24（2012）年 ３月
４月
５月
11月

呉市交通局廃止
東広島・呉道路開通（阿賀IC ～黒瀬IC)
東京スカイツリー開業
サンフレッチェ広島J1年間総合初優勝

25（2013）年 ３月
４月
４月

４月

平原浄水場閉場
宮原浄水場新浄・配水施設　稼働　（82,000㎥／日）
上下水道局発足（水道局と下水道部を上下水道局として組織統
合。３部９課１所27係）
呉市上下水道事業経営審議会を設置

３月
９月

第二音戸大橋開通
2020年オリンピック開催地 東京に決定

26（2014）年 １月
３月

３月
４月
10月

呉市上下水道ビジョン（平成26年度〜平成35年度）の策定
呉市上下水道ビジョン前期経営計画（平成26年度〜平成30年
度）の策定
水安全計画を策定
料金改定実施（消費税及び地方消費税の引上げ）
料金改定実施（平均改定率10.7％）

８月 国内でデング熱流行

27（2015）年 ４月 宮原浄水場等夜間・休日運転管理業務を委託 10月
12月

マイナンバー（個人番号）通知開始
市役所新庁舎完成

28（2016）年 ４月
12月

熊本地震により被災地（熊本市）へ職員派遣
つばき会館へ一部庁舎移転（６課，お客様サービスセンター）

４月
４月
４月

中核市指定
呉市を含む旧軍港四市「日本遺産」に認定
熊本地震発生

29（2017）年 ３月 呉市上水道事業との統合に伴い，５簡易水道事業を廃止 ４月 映画「孤狼の血」の撮影ロケ地として西中央庁舎を使用
30（2018）年 １月

４月
宮原浄水場新管理棟完成
呉市水道100周年
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